
第 7回  自治区制度等行財政改革推進特別委員会 

日 時  平成 30年 10月 26日（金） 

10時 00分～ 時 分 

場 所  議会第４委員会室 

 

【委 員】串﨑委員長、芦谷副委員長 

三浦委員、沖田委員、川上委員、上野委員、飛野委員、岡本委員、 

永見委員、佐々木委員、西村委員 

【議 長】 

【委員外議員】 

【執行部】近重副市長、岩谷旭自治区長、熊谷弥栄自治区長 

【事務局】鎌原書記 

 

 

議  題 

 

１ 各自治区長との意見交換会について 

 (1) 旭自治区長  午前 10 時 10 分から 30 分程度 

 (2) 弥栄自治区長 午前 10 時 50 分から 30 分程度 

 (3) 浜田市副市長 午前 11 時 30 分から 30 分程度 

  

２ 意見交換の内容 

(1) 自治区制度の振り返り（良かった点と課題） 

(2) これからの住民自治を支える仕組みづくり 

(3) 「自治区長」の役割と新制度における考え方 

(4) 「地域協議会」の役割と新制度における考え方 

(5) 「自治区予算」の役割と新制度における考え方 

(6) 「本庁・支所機能」の考え方 

 

３ 自治区制度について 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

○次回開催予定  11 月 8 日（木） 午後 1 時 30 分 全員協議会室   



Ｈ30.4.1現在浜田市旭自治区 住民自治組織機構図

旭自治区地域協議会
市町村合併時のまちづくり計画、旭自治区内の全体的な取組

みについて協議する市長の諮問機関

旭町連合自治会
旭自治区内の自治会の連合体で、自治区全体で自治会として取組む行事等を協
議する住民による任意団体

和田地区連合自治会
和田地区内の自治会の連合体で、和田地区全体で自治会として取組む行事等を協
議する住民による任意団体

市木自治会
来尾、市木地区の住民自

治活動を行う任意団体

133戸

都川自治会
都川地区の住民自治

活動を行う地縁団体

145戸

各自治会等、住民自治組織から推薦された委員をもって構成し住
民の意見を行政に反映させるとともに、「補完性の原理」に基づき、
少子・高齢化の最先端地域における「地域力」の構築を目指す。

協 議協 議 浜田市旭支所浜田市

自
治
会
を
構
成
す
る
行
政
区
（
集
落
）

重富自治会
重富地区の住民自治

活動を行う任意団体

56戸

本郷自治会
本郷地区の住民自治

活動を行う任意団体

101戸

戸川自治会
戸川地区の住民自治

活動を行う地縁団体

22戸

和田自治会
和田地区の住民自治

活動を行う任意団体

71戸

坂本自治会
坂本地区の住民自治

活動を行う地縁団体

41戸

まちづくり組織と自

治会が統合
H30.4.27

木田まち自治会
木田、山ノ内地区の住民
自治活動を行う任意団体

123戸

丸原自治会
丸原地区の住民自治

活動を行う地縁団体

200戸

今市自治会
今市地区の住民自治

活動を行う地縁団体

279戸

南高台自治会
南高台地区の住民自

治活動を行う任意団体

176戸

今市公民館・まちづくり推進委員会

木田１行政区

木田２上行政区

木田２下行政区

木田３行政区

木田４行政区

木田５行政区

木田６行政区

木田７行政区

木田８行政区

山ノ内行政区

四ノ戸行政区

日 南行政区

上ノ谷行政区

草ノ谷行政区

神代屋行政区

加古屋行政区

森 谷行政区

小谷城行政区

新 町行政区

福 屋行政区

下 城行政区

栄 行政区

旭ケ丘行政区

柳 行政区

小場田行政区

御神本行政区

寺廻り行政区

丸原町行政区

上 城行政区

高杉谷行政区

後 谷行政区

岩地谷行政区

十門台行政区

南高台行政区

南高台2行政区

都川公民館・まちづく
り推進委員会

市木公民館・まちづく
り推進委員会

来尾行政区

平 松行政区

中 郡行政区

早 水行政区

内ケ原行政区

貝 崎行政区

越 木行政区

都川１行政区

都川２行政区

都川３行政区

都川４行政区

都川５行政区

上本郷行政区

下本郷行政区

戸 川行政区

大石谷行政区

和田町行政区

天津谷行政区

上和田行政区

柏尾谷行政区

下和田行政区 重富行政区

和田公民館・まちづくり推進委員会

四つ葉振興会
今市地区内の自治会の連合体で、今市地区全体で自治会として取組む行事等を協
議する住民による任意団体

木田公民館・木田まち自治
会


